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地域別最低賃金と目安制度 

 

<Ⅰ 目安制度創設まで> 

 

１ 昭和 32年｢最低賃金に関する答申｣(昭和 32.12.18) 

① 最低賃金制度は労働条件の向上、企業の公正競争の確保、雇用の質的改善､国際

信用の維持向上等国民経済の健全な発展を促進するとともに､中小企業経営の合理化

にも寄与するものであり､法制化に前進すべき｡ 

② 業者間協定方式による最低賃金には､政府が今後とも援助指導を行うことが望ましく、

また、法的拘束力を付与することが必要｡ 

③ 最低賃金制は業種、職種、地域別の実態に応じて設定し、漸次拡大することが適当｡ 

④ 最低賃金制度の実施に当たっては､新たな単独法によることが望ましい｡ 

 

２ 最低賃金法の制定(昭和 34年) 

業者間協定に基づく最低賃金(法第９条)、業者間協定に基づく地域的最低賃金(法

第 10条)、労働協約に基づく最低賃金(法第 11条)及び最低賃金審議会の調査審議に

基づく最低賃金(法第 16条)の４方式を規定｡ 

 

３ 最低賃金の普及促進 

① 「最低賃金制普及計画(昭和 36年～38年)」の策定｡ 

② 「都道府県ごとの最低賃金推進計画(昭和 39年～41年)」の策定。 

 

４ 最低賃金法の改正(昭和 43年) 

① 業者間協定方式を廃止し、最低賃金の決定方式としては最低賃金審議会の調査審

議に基づく最低賃金と労働協約に基づく地域的最低賃金の２方式｡ 

② 審議会方式による最低賃金の決定要件の緩和｡ 

③ 審議会方式による最低賃金についての関係労使の申出及び意向反映手続きの設定

等。 

 

５ 昭和 45年｢今後における最低賃金制度のあり方について(答申)｣(昭和 45.9.8) 

① 最低賃金制は､労働経済の変ぼうの中でこれに即応し､なんらかの原因で､なんらかの

形で存在する不公平な低賃金に対処し有効に作用するものでなければならず､このた

めには、労働市場の相場賃金と密接に関連した実効性あるものであるべき。 

② 最低賃金制は､労働力の質的向上とその有効発揮を図るとともに企業体質の強化改

善の要請にも対応しうるもの｡ 

③ 全国全産業の労働者があまねく最低賃金が適用されるよう労働市場に応じ産業別､職

業別又は地域別に最低賃金を設定すべき｡ 

 

６ ILO 条約批准(昭和 46年) 

① 最低賃金決定制度の創設に関する条約(第 26号) 

② 開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約(第 131号) 
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７ 最低賃金の普及促進 

(1)「最低賃金の年次推進計画(昭和 46年～50 年)」 

① 昭和 50年度までにすべての労働者に最低賃金を適用することを目標とする｡ 

② 産業別､職業別の最低賃金と並んで地域別最低賃金の活用を進める｡ 

③ 最低賃金の実効性が確保されるよう一般の賃金水準の動向に即し的確かつ効果

的に改定を図る｡ 

(2)地域別最低賃金の普及 

昭和 47 年３月の岐阜県から昭和 51 年１月の宮城県まで､全県で地域別最低賃金の設

定が終了｡ 

 

８ 労働団体等の動き 

① 野党４党が全国一律最低賃金に関する｢最低賃金法案｣を国会に提出 (昭和

50.3.25)｡ 

② 労働４団体が｢全国一律最低賃金の確立｣を要求しストライキを予定(同 50.3.27)。 

③ 中央最低賃金審議会に全国一律最低賃金制度の問題を含めて「今後の最低賃金

制のあり方について」諮問する旨の政府見解を表明し、ストライキは回避(同 50.3.26)｡ 

 

９ 最低賃金のあり方について諮問(昭和 50.5.30) 

① 経済も安定成長へ転換しているが中小企業問題･賃金格差も残されている｡最低賃

金制が労働者の労働条件改善に果たす役割は重要性を増してくる。 

② 今後の最低賃金のあり方について､全国一律最低賃金制の問題を含め､調査審議

を求める｡ 

 

10 小委員会報告(昭和 51.3.22 本審了承) 

① 最低賃金制の本質、地域最賃の性格､産業別最低賃金との関係､適用労働者の

範囲等について検討すべき｡ 

② 地域別最低賃金の決定方式について何らかの改善が必要｡ 

③ 最低賃金決定において中央最低賃金審議会の積極的機能を発揮する方向で検

討することが適当｡ 

 

11 「今後の最低賃金制のあり方について(答申)」(昭和 52.12.15) 

① 都道府県ごとの地方最低賃金審議会における決定を原則とする現行の最低賃金

の決定方式は､今日なお地域間､産業間等の賃金格差がかなり大きく存在すること

から､地域特殊性を持つ低賃金の改善に有効。 

② しかしながら､現行方式は最低賃金の決定について全国的な整合性を常に確保

する保障に欠ける面があることも否定できない｡ 

③ 当面の最低賃金制のあり方としては､地方最低賃金審議会が決定する方式による

ことを基本としつつ､その一層適切な機能発揮を図るため､全国的な整合性の確保

に資する見地から､中央最低賃金審議会の指導性を強化する次の措置を講ずること

が必要｡ 
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イ 最低賃金額の決定の前提となる次の基本的事項について､中央最低賃金審議会

がその考え方を整理して地方最低賃金審議会に提示する｡ 

・地域別最低賃金と産業別最低賃金のそれぞれの性格と機能分担 

・高齢者の扱いその他適用労働者の範囲  

･最低賃金額の表示単位期間のとり方 

ロ 最低賃金額の改定について､中央最低賃金審議会は次により目安を作成し､地方

最低賃金審議会に提示する｡ 

・中央最低賃金審議会は、毎年、47 都道府県を数等のランクに分け､地域別最低賃

金額の改定についての目安を提示する。 

・目安は一定時期までに示す｡ 

・目安の提示は昭和 53年度より行う｡ 

 

なお、中央最低賃金審議会(昭和 52.9.28)は､小委員会最終報告として次の事項

を了解｡ 

イ 目安は､都道府県の地域格差､産業格差等を一切考慮しない各都道府県の低

賃金層の平均状態を前提とし、全国的な整合性を配慮して描かれた最低賃金

の水準を念頭におき､示されるもの。 

ロ 地方最低賃金審議会においては、従来同様各都道府県内の賃金状態に応じ

た独自の判断を下すために､賃金実態調査、参考人の意見聴取、実地視察等

を行い審議をすすめ､改定についての結論を得るまでの過程において､全国的

なバランスを配慮するという観点から､中央最低賃金審議会が提示した目安を

参考にするものであって､目安は地方最低賃金審議会の審議決定を拘束する

ものではない｡ 
 

 

12 小委員会報告(昭和 53.7.27) 

(1)第１小委員会報告(昭和 53年度の目安を検討) 

① 従来の地域別最低賃金額の改定が中小企業の春季賃上げ状況と密接に関連し

ていることに注目し、本年度の目安についてもこの関係を考慮｡引上げ率は､消費者

物価上昇率を下回らないようにする必要があると判断｡ 

② 本年春季賃上げ状況及び労働省が実施した特別賃金調査(従業員 30 人未満企

業)の結果を検討し､目安を作成｡ 

(2)第２小委員会報告(表示単位期間等の問題を検討) 

① 最低賃金額の表示単位については､月額､日額､時間額とする案及び時間額のみ

にする案等も考えられるが､差し当たり従来通り日額を基本とし､時間額をあわせて

表示｡ 

②時間額の算定方式は今後引続き検討｡ 
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<Ⅱ 目安制度に基づく地域別最低賃金審議> 

 

１ 目安審議及び地域別最低賃金改正審議の流れ 

昭和53年度から導入された目安制度に基づく地域別最低賃金の改定の近年の流れは

概ね以下のとおり｡ 

① ６～７月にかけて､厚生労働大臣から中央最低賃金審議会に対し､その年の地域別最

低賃金額改定の目安について諮問｡ 

② 中央最低賃金審議会は、直ちに同審議会に設けられる目安に関する小委員会に具

体的審議を付託｡ 

③ 目安に関する小委員会は､６～８月にかけて、厚生労働省の実施した賃金改定状況

調査結果や春季賃上げ状況等の各種関係指標の動向について検討を慎重に行った

上、目安額の詰めを行い､中央最低賃金審議会に報告｡ 

④ 中央最低賃金審議会は､目安に関する小委員会の報告を踏まえて､７～８月に厚生労

働大臣に対して答申｡ 

⑤ 中央最低賃金審議会の答申は、各都道府県労働局長を通じて､直ちに各地方最低

賃金審議会に提示｡ 

⑥ 各地方最低賃金審議会は､当該答申を参考とし､賃金実態調査､参考人の意見聴取､

実地視察等の結果を活用して具体的な審議を実施｡ 

⑦ 各地方最低賃金審議会においては､改定審議が終了し次第､各都道府県労働局長に

対して答申｡ 

⑧ その後､所要の手続きを経て､新しい地域別最低賃金が発効。 

 

２ 目安の決定状況 

① 昭和 53 年度から昭和 55 年度までの３年間は｢目安｣を作成したが､昭和 56 年度以降

は労使の主張に隔たりが大きく､中央最低賃金審議会の公益委員の考え方を｢公益委

員見解｣として各地方最低賃金審議会に提示｡ 

② 目安(ないし公益見解)は､47 都道府県を４つのランクに分けて､各々ランクごとに地域

別最低賃金の時間額（平成 13年度までは日額）の引上額で提示｡ 

③ 昭和53年度及び昭和 54年度においては､ランクにより引上率が異なっていたが､昭和

55 年度以降平成 17 年度までは各ランク同率の引上率｡引上率の最高は昭和 55 年度

の 7.0％､最低は平成 15年度の 0.0％。なお、平成 14年度、平成 16 年度及び平成 21

年度は「現行水準の維持を基本として引上げ額の目安は示さないことが適当」、令和２

年度は「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とさ

れている。 

 

３ 地域別最低賃金の決定状況 

① 昭和 53年度の地域別最低賃金の全国加重平均日額は 2,472円、令和３年度は時間

額 930 円（7,440 円）。引上率の最高は昭和 55 年度の 7.04％、最低は平成 14 年度の

0.00％｡ 

＊注 （ ）内については時間額を８倍した額である。 

② 地域別最低賃金額の最高額と最低額の格差は昭和 53 年度の 84.4（日額）から平成

26 年度においては 76.2（時間額）と拡大したが、その後７年連続で改善し、令和３年度
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においては、78.8（時間額）。 

③ 地域別最低賃金が目安と同額の改定額であった都道府県の数の最高は昭和 62年度

の 45、最低は平成 16 年度の 3｡ 

 

 

<Ⅲ 目安制度の在り方に関する検討の経過> 

 

１ 昭和 57年設置の全員協議会における検討までの経緯 

(1) 昭和 54年度の目安に関する小委員会において､目安の地方最低賃金審議会に対す

る拘束性が議論され､昭和 52 年 9 月の中央最低賃金審議会小委員会報告の｢了解事

項｣を答申文の前文に改めて記載することを合意｡ 

(2) 昭和 55 年度の目安に関する小委員会において、目安の形態について議論がなされ

たが､前年度と同様の形態とすることを確認。 

(3) ｢最低賃金額の決定の前提となる基本的事項に関する考え方について(答申)｣(昭和

56.7.29) 

   表示単位としては、最賃適用上の公平の点から､将来の方向としては時間額のみの

表示が望ましいが､当面は､現行の日額､時間額併設方式を継続｡ 

(4) 昭和 56 年の目安に関する小委員会において､労使各側から前年度同様の主張がな

されたが､従前どおりとすることで一致｡ 

(5) 昭和 57年度の目安に関する小委員会においても､労使各側から従来どおりの意見が

表明され､これに対しては､ 

イ 労使の主張は目安の基本に関わるものであり､慎重な検討を要すること 

ロ 目安制度の運用について､目安の地域区分､表示方法､賃金実態調査の方法等を基

本的に検討することが望ましい 

との公益委員の考え方が了承され､昭和 57年度の目安の答申を行うに際して全員協議

会を設け､「今後の目安制度のあり方について」審議を行うことを決定｡ 

 

２ 昭和 57年７月設置の全員協議会における検討 

(1) 目安のランク区分、表示方法､賃金改定状況調査の実施方法､地方最低賃金審議会

における改正審議の長期化防止等について検討｡ 

(2) 労使の意見の隔たりが大きく合意が得られず､引き続き検討｡ 
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３ 平成元年 2月設置の全員協議会における検討 

(1) 平成元年 2月に全員協議会を設置｡ 

(2) 審議における参考資料の改善､表示方法､表示単位期間及びランク区分等について

検討｡ 

(3) 「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」(平成元.11.１) 

① 目安制度は概ね有効に機能し､その役割を果たしてきたとの共通認識に立ったうえ

で､現行制度の一部の見直しが必要｡ 

② 目安制度の見直しに当たっては､地方最低賃金審議会の自主性拡大の方向を基本

に改善｡ 

③ 制度のあり方は概ね５年毎に見直し。制度の運用は必要に応じてその都度改善に努

める｡ 

④ 中央最低賃金審議会の目安審議及び地方最低賃金審議会の地域別最低賃金改正

審議における参考資料については､適正な水準と全国的整合性の確保を重視する観

点から改善に努める｡ 

⑤ 目安の表示方法は､今後検討を行い､平成２年度から具体化が図れるよう努める｡ 

⑥ 表示単位期間及びランク区分については引き続き協議｡ 

 

４ 平成２年３月設置の全員協議会における検討 

(1) 平成２年３月全員協議会専門委員会を設置 

(2) 目安の表示方法及び金額審議の参考資料等について検討 

(3) ｢目安制度のあり方に関する全員協議会報告｣(平成 2.4.27) 

① 最低賃金の改正は､労働市場の実態や賃金動向､低賃金労働者の賃金実態などを

踏まえて決定されるべきものであり､ある程度の影響率を持つ水準に設定する必要があ

る｡ 

② 地域別最低賃金は､低賃金層の賃金の地域間格差の拡大を抑えるという役割を果た

してきた｡ 

③ 各都道府県の賃金の実態の順序と地域別最低賃金の水準の順序は､概ね整合的で

あるべき｡ 

④ 目安の提示は今後も、昭和 52年（9月 28日)の小委員会報告に当たり､了解された考

え方による｡ 

⑤ 地方最低賃金審議会は､中央最低賃金審議会の示す目安を参考として､客観的デー

タに基づき､参考人の意見聴取、実地視察等を行い､賃金の動向等を十分に検討し､

地域別最低賃金の水準について公労使三者の合意を形成していくべき｡ 

⑥ 目安の表示方法については､今後検討｡ 

⑦ 公労使三者の合意形成の重要性に鑑み､平成 2年度から資料の整備､充実を図る｡ 
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５ 平成５年３月設置の全員協議会における検討 

(1) 平成５年３月全員協議会を設置 

(2) 現行の目安制度の枠組みのなかでその改善を図るとの観点から､目安の決め方と参考

資料､表示単位期間､表示方法､ランク区分及びその他について検討｡ 

(3) ｢目安制度のあり方に関する全員協議会中間報告｣(平成 6.5.16) 

① 目安決定方式としては、パｰト労働者の賃金水準とそのウェイトの変化､男女構成の

変化､及び就労日数の増減を反映した方式とすることが望ましい｡ 

② 現行方式は､各都道府県別の賃金の動向にかかわらず､ランク間格差の拡大､ランク

内格差の縮小傾向があり、また、諸指標との関係をみると、全国的整合性に欠ける｡

今後具体的な対応方法の検討が必要｡ 

③ 表示単位のあり方については､時間額表示方式を導入する場合のメリット､デメリット

あるいは目安の表示方法との関連等を中心に引き続き慎重な検討が適当｡ 

 

(4) 「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」(平成 7.4.28) 

① 最低賃金と一般賃金との関係 

目安審議の際の重要な参考資料である賃金改定状況調査の賃金上昇率の算定方

法を 

・一般労働者及びパｰト労働者の全労働者について賃金上昇率を求める。 

・男女構成の変化の影響が反映された賃金上昇率を算出する。 

・就労日数の増減が反映されるよう賃金上昇率を算出(併せて月間労働日数の調整)。 

とすることが適当｡ 

② ランク区分及び表示方法 

・各都道府県の経済実態に基づき各都道府県の各ランクヘの振分けを見直し､今後見

直し後のランクで目安を示す｡ 

・各都道府県の経済実態は､賃金動向を始めとする 20の諸指標(所得･消費に関する５

指標､給与に関する 10 指標､企業経営に関する５指標)を総合化した指数で表す｡ 各

指標は原則として直近５年間の数値の平均値を使用｡ 

・ランク数は従前どおり４ランク。各ランクヘの振分けは､経済実態を示す総合指数を基

本に､原則として総合指数の格差と分散度合を考慮して決定｡ 

・表示方法は従前どおり各ランクごとの引上額による表示とするが､目安額の算定は新

たなランクの都道府県の単純平均値方式に変更｡ 

・ランク区分については総合指数に基づいて５年ごとに見直し｡ 

③ 表示単位 

・表示単位は現行どおり日額・時間額併用方式を維持｡また､目安額の表示単位につ

いても現行の日額表示を維持｡ 

④ 今後の見直し 

・ランク区分以外の事項も含め目安制度のあり方について､今後概ね５年ごとに見直し

を行うことが適当｡ 
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６ 平成 11年４月設置の全員協議会における検討 

(1) 平成 11年４月全員協議会を設置 

(2) 経済社会の変化をふまえ、できる限り中長期的な視点も考慮にいれつつ、ランク区分

の見直し、表示単位期間、表示方法、参考資料のあり方、及び経済情勢等をふまえた

目安の決定のあり方等について検討｡ 

(3) 「目安制度のあり方に関する全員協議会中間報告」（平成 12.3.24） 

① ランク振分け等ランク区分の見直し 

・ランク数は、従来どおり４ランク。 

・各ランクへの振分けは、総合指数の差に着目しつつ、ランク間の移動や各ランクごと

の都道府県数の変動を抑え、特にＢ、Ｃランクにおける総合指数の分散度合を小さくす

ることも考慮して決定。 

・総合指数は、中央最低賃金審議会においてランク区分の見直しのための基礎データ

にすぎず、地方最低賃金審議会において最低賃金額の順位を是正すべく措置される

ことを予定しない。 

② 経済情勢等を踏まえた目安の決定のあり方等 

・賃金改定状況調査結果を重要な参考資料とした上で、状況等を総合的に勘案して

目安を審議し、決定していくことが必要。 

・凍結事業所割合の状況を含む各種の経済社会情勢に係る指標について、検討を加

え、適切な目安を示していくことが重要。 

・目安は全国的なバランスを配慮するという観点から参考にされるべきもので、地方最

低賃金審議会の審議決定を拘束するものではないことを堅持。 
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(4) 「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」（平成 12.12.15） 

今後とも、経済社会情勢等の変化に対応した適切な見直しを図りつつ、目安制度を維

持していくことが適当。 

① 表示単位期間については、 

・就業形態の多様化の進展や、最低賃金の影響を受ける労働者の就業実態をみる

と、主に賃金支払形態が時間給の労働者が多くなっていることから、最低賃金適用上

の公平の観点及び実情を踏まえ、現行の日額・時間額併用方式から時間額単独方式

へ一本化することが適当。 

・時間額単独方式の実施に際して、具体的な課題について（時間額表示の金額が

従来の日額単位の最低賃金額を上回る場合もあり得ることなど）、十分な議論が

必要。 

・表示単位期間を時間額単独方式に切り替えるまでの間は、現行の日額・時間額

併用方式を維持。 

② 表示方法 

・ランク制度の意義を保つため、現行の各ランクごとの引上げ額による表示を引き続き

用いる。 

③ 参考資料のあり方 

・労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力に係る各種

統計資料に加え、審議における公労使三者の合意を重視する観点から、最低賃金の

水準や影響について検討及び評価を行うため、一層の整備・充実を図ることが適当。 

７ 平成 13年４月設置の時間額表示問題全員協議会における検討 

(1) 平成 13年４月時間額表示問題全員協議会を設置 

(2) 地域別最低賃金額の時間額単独方式への移行に当たっての条件設備について検

討｡ 

(3) 「時間額表示問題全員協議会報告」（平成 14.4.2） 

① 時間額単独方式への移行 

・賃金支払形態などが異なる労働者についての最低賃金適用上の公平の観点や就

業形態の多様化への対応などから時間額のみの表示が望ましいので、地域別最低

賃金額については時間額単独方式への移行を急ぐべき。 

  ・各地域で自主的に定め適用している現行の時間額からの移行を基本とするのが適

当。直ちに移行するのが困難な地域もあり得るので移行に向けての検討及び準備の

ための期間を設けることとし、遅くとも平成 16 年度の地域別最低賃金額改正時からは

時間額単独方式に移行できるよう必要な準備を進めることが適当。 

② 目安の表示方法 

地域別最低賃金額の金額改定に係る目安は平成 14 年度から時間額で表示する 

ことが適当。 

 

８ 平成 15年 10月設置の全員協議会における検討 

(1) 平成 15年 10月全員協議会を設置 

(2) 表示方法及びランク区分のあり方、賃金改定状況調査等参考資料のあり方、改定審

議のあり方、金額水準について検討。 
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(3) 「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」（平成 16.12.15） 

① 表示方法及びランク区分のあり方 

・時間額単独方式への移行、厳しい経済情勢の中で改定率が低くなっていることによ

り、ランクごとの目安額に差が生じにくくランクを設定する意義は相対的に低下してい

る。一方、ランク制度が果たしてきた役割等を踏まえるとともに時間額単独方式移行後

間もないこと、経済状況が今後大きく変化することもあり得ること等を考慮し、当面、ラン

ク制度は維持することが適当。次回見直しの際には、ランク設定の必要性を改めて検

討することが必要。 

・これまでの慣行が定着していることを踏まえ、当面は現行の各ランクごとの引上げ額

による表示を引き続き用いることが適当。 

・ランク数は従来同様４つ、各ランクへの振分けは、総合指数の差に着目しつつ、ランク

間の移動や各ランクごとの都道府県数の変動を抑え、特にＢ、Ｃランクにおける総合指

数の分散度合を小さくすることも考慮して決定。 

② 賃金改定状況調査等参考資料のあり方 

・賃金改定状況調査結果第４表の賃金上昇率の計算方法については、毎年の賃金の

変化を的確に把握するため、パートタイム労働者構成比の変化を除去した計算方法と

することが必要。 

③ 改定審議のあり方 

・最低賃金は、社会経済情勢を踏まえ時宜にかなった改定が行われるべきであるととも

に、労使が最低賃金について毎年真摯に議論することは労使の意思疎通の観点から

も意義があり、毎年目安を示すことが適当。 

④ 金額水準 

・引き続き各種資料を総合的に勘案し、最低賃金の機能が適切に発揮されるよう審議

することが必要。 

 

９ 平成 21年２月設置の全員協議会における検討 

(1) 平成 21年２月全員協議会を設置 

(2) 表示方法及びランク区分のあり方、賃金改定状況調査等参考資料のあり方、生活保

護と最低賃金との乖離解消方法、目安審議のあり方、次期のランク区分の見直しにつ

いて検討。 

(3) 「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」（平成 23.2.10） 

① 表示方法及びランク区分のあり方 

・当面は現行のランク制度を維持することが適当。次回の見直しの際には、ランク設定

のあり方について引き続き検討することが必要。 

・目安の表示方法は、ランク制度及び生活保護と最低賃金との乖離解消方法を維持す

る場合には、当面は現行の表示方法を維持することが適当。 

② 賃金改定状況調査等参考資料のあり方 

・賃金改定状況調査における調査対象事業所の選定については、短期間に調査結果

の集計が求められるという賃金改定状況調査の性格も考慮すると、当面は現行の方法

を維持することが適当。 

・次回の目安制度のあり方に関する見直しの際には、調査対象事業所の選定につい
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て引き続き検討することが必要。 

・賃金改定状況調査結果第４表については、一般労働者・短時間労働者の別につい

ても新たに表示することが適当。 

・次回の目安制度のあり方に関する見直しの際には、参考資料のあり方について引き

続き検討することが必要。 

③ 生活保護と最低賃金との乖離解消方法 

・今般の検討では、具体的な乖離解消方法の見直しについて議論を尽くすまでには至

らなかったことから、当面は現行の乖離解消方法を維持するとともに、解消すべき生活

保護との乖離額が年々変動しうるという問題については、引き続き対応を検討すること

が適当。 

④ 目安審議のあり方 

・今後の目安の審議について、公労使三者が、その真摯な話合いを通じて、1.法の原

則及び 2.目安制度を基にするとともに、それらの趣旨や経緯を踏まえ、3.時々の事情

を総合的に勘案して行うというあり方の重要性については、改めて確認するとの合意を

得るに至った。 

⑤ 次期のランク区分の見直しについて 

・ランク区分については、平成７年の全員協議会報告に復して５年ごとに見直しを行

い、平成 28年度以後の目安の審議において新しいランク区分を用いることが適当。 

 

１０ 平成 26年６月設置の全員協議会における検討 

(1) 平成 26年６月全員協議会を設置 

(2) 目安制度の意義、ランク区分の在り方、目安審議の在り方、参考資料の在り方、今後

の見直しについて検討。 

(3) 「目安制度の在り方に関する全員協議会報告」（平成 29.3.28） 

① 目安制度の意義 

・目安制度については、できるだけ全国的に整合性ある決定が行われるようにすべきで

あること、また、制度として定着し、地方最低賃金審議会の円滑な審議に重要な役割を

果たしていることから、47 都道府県をいくつかのランクに区分した上で目安を提示する

ことの必要性について改めて確認。 

② ランク区分の在り方 

・ランク数については、47 都道府県の総合指数の差、分布状況に鑑みると、４ランク程

度に区分することが妥当。 

・各ランクへの振り分けは、総合指数の差が比較的大きいところに着目しつつ、各ラン

クにおける総合指数の分散度合いをできる限り小さくすることにも留意した上で決定。 

③ 目安審議の在り方 

・今後の目安審議については、公労使三者が、その真摯な話合いを通じて、法の原則

及び目安制度に基づき、時々の事情を勘案しつつ総合的に行うことが重要。その際、

地方最低賃金審議会に対して目安の合理的な根拠を示すための努力など目安への

信頼感を確保するための取組を一層進めていくことが必要。・引き続き生活保護に係る

施策との整合性に配慮することが適当。 

・真摯な議論により十分審議を尽くすとともに、効率的な審議にも留意すべき。 
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④ 参考資料の在り方 

・賃金改定状況調査の調査対象事業所の選定について、当面は現行の方法を維持す

ることが適当。 

・その他参考資料については、経済社会状況の変化等も踏まえ、各種統計資料の取

捨選択を行うとともに、引き続き見直しについて検討することが必要。 

・最低賃金引上げが及ぼす影響については、広く様々な統計資料等を注視しながら、

当該影響について継続的に検討していくことが必要。 

⑤ 今後の見直し 

・ランク区分については、平成７年の全員協議会報告に復して５年ごとに見直しを行

い、平成 34 年度（2022 年度）以後は当該見直しの結果に基づいて目安審議を行うこ

とが適当。 

 
 


